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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第66期

第２四半期連結
累計期間

第66期
第２四半期連結
会計期間

第65期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成20年
　　７月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (百万円) 61,078 35,510 157,306

経常損益 (百万円) 352 448 △10,766

四半期(当期)純損益 (百万円) △753 475 △10,853

純資産額 (百万円) ― 16,892 17,643

総資産額 (百万円) ― 108,480 134,196

１株当たり純資産額 (円) ― △16.25 △30.10

１株当たり四半期
(当期)純損益

(円) △1.70 1.01 △27.20

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― 0.55 ―

自己資本比率 (％) ― 15.6 13.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,306 ― △17,078

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △84 ― 1,747

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 269 ― △17,607

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 5,541 10,689

従業員数 (人) ― 1,522 1,670

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していな

い。

２　売上高には、消費税等は含まれていない。

３　第66期第２四半期連結累計期間及び第65期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、１株

当たり四半期(当期)純損失が計上されているため、記載していない。
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２ 【事業の内容】

　
当第２四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。また、

主要な関係会社に異動はない。

　

　

３ 【関係会社の状況】

　
当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(人) 1,522［ 143］

(注)  従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［　　］内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載し

ている。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(人) 1,506［ 142］

(注)  従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［　　］内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載してい

る。
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第２ 【事業の状況】

「第２　事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。

　

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載していない。

　
(1) 受注実績
　

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

 
(百万円)

建設事業 36,251

開発事業等 ―

合計 36,251

(注) 受注実績の開発事業等については、当社グループ各社の受注概念が異なるため記載していない。

　

(2) 売上実績
　

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

 
(百万円)

建設事業 34,935

開発事業等 574

合計 35,510

(注) 売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先の売上高及びその割合は、次のとおりである。

　　当第２四半期連結会計期間

国土交通省 5,613百万円15.8％

　

(3) 売上にかかる季節的変動について

建設事業においては、契約により工事の完成引渡しが第４四半期連結会計期間に集中しているため、第

１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第４四半期連結会計期

間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動がある。
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なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりである。

①　受注高、売上高、繰越高及び施工高

　

期別 種類別
前期
繰越高
(百万円)

期中
受注高
(百万円)

計
(百万円)

期中
売上高
(百万円)

期末繰越高 期中
施工高
(百万円)手持高

(百万円)

うち施工高

(％) (百万円)

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

建設事業

土木工事 90,87529,126120,00129,36290,6394.8 4,36129,964

建築工事 64,80030,80495,60531,13664,46912.8 8,24436,158

計 155,67659,931215,60760,498155,1088.1 12,60666,123

開発事業等 28 1,053 1,082 1,053 28 ― ― ―

合計 155,70460,985216,69061,552155,137― ― ―

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

建設事業

土木工事 85,91371,054156,96866,09290,8754.1 3,75966,862

建築工事 70,57383,494154,06789,26664,8005.0 3,22286,870

計 156,487154,548311,035155,359155,6764.5 6,982153,733

開発事業等 28 1,020 1,049 1,020 28 ― ― ―

合計 156,515155,569312,084156,379155,704― ― ―

(注) １　前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注高にその増減額

を含む。したがって、期中売上高にもかかる増減額が含まれる。

２　期末繰越高の施工高は支出金により手持高の施工高を推定したものである。

３　期中施工高は(期中売上高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致する。

　

②　売上高

　

期別 区分
官公庁
(百万円)

民間
(百万円)

計
(百万円)

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

建設事業

土木工事 13,453 3,325 16,779

建築工事 1,661 16,660 18,321

計 15,115 19,985 35,100

開発事業等 0 504 505

合計 15,115 20,490 35,606

(注) １　完成工事のうち主なものは、次のとおりである。

　　　当第２四半期会計期間　　請負金額10億円以上の主なもの

独立行政法人鉄道建設・運輸施
設整備支援機構

北幹、高峰Ｔ(東)他１

国土交通省 東京国際空港東側整備地区場周道路地下連絡通路他地盤改良工事

㈱ヤマウラ (仮称)都筑区加賀原二丁目マンション新築工事

２　売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先の売上高及びその割合は、次のとおりである。

　　　当第２四半期会計期間

国土交通省 5,613百万円15.8％

　

EDINET提出書類

飛島建設株式会社(E00063)

四半期報告書

 5/39



③　手持高(平成20年９月30日現在)

　

区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円)

建設事業

土木工事 72,019 18,619 90,639

建築工事 11,051 53,417 64,469

計 83,071 72,036 155,108

開発事業等 ― 28 28

合計 83,071 72,065 155,137

(注)　手持工事のうち請負金額15億円以上の主なものは、次のとおりである。

国土交通省 尾道・松江自動車道大万木トンネル工事 平成23年３月完成予定

国立大学法人山形大学 山形大学（医病）病棟改修工事 平成23年３月完成予定

学校法人昭和薬科大学 昭和薬科大学第２講義棟新築工事 平成21年３月完成予定

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。

　

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

　
文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものである。
　

(1) 業績の状況

当第２四半期連結会計期間における我が国経済は、米国の金融危機と景気悪化が日本にも波及し、
輸出や設備投資の減少幅が拡大して、本年度は７年ぶりのマイナス成長が懸念されるなど厳しさが増
している。国内建設市場についても、公共投資の継続的な縮減や不動産市況の急速な悪化等により、非
常に厳しい情勢となっている。
当社は、このような経営環境の認識の下、平成20年４月に発表した「中期３ヵ年(08～10年度)計
画」を鋭意推進し経営の安定を図っている。
その結果、当第２四半期会計期間における当社個別の建設受注実績は、土木受注高については、公共
事業の削減等により厳しい受注環境が続いているものの、技術力が活かせる分野への選択と集中によ
り、154億円の受注高を確保した。建築受注高については208億円となったが、民間建築市場は昨年から
激変しており、当社は首都圏に最優先で経営資源を投入するとともに、民間住宅分野を絞り込む一方、
リニューアル分野の拡大に注力しており、リニューアル工事の受注は117億円と順調に推移している。
当第２四半期連結会計期間の連結業績については、繰越工事の利益回復や販売費及び一般管理費等
の経費削減が計画以上に進捗し、売上高は355億円、営業利益は７億円、経常利益は４億円、四半期純利
益は４億円となった。
　
事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。
　
(建設事業)
建設事業における当第２四半期連結会計期間の完成工事高は349億円、営業利益は10億円となっ
た。
　
(開発事業等)
不動産の賃貸・売却を中心に事業を行っており、当第２四半期連結会計期間の開発事業等売上
高は５億円、営業利益は１億円となった。
　
(注)　セグメント別の記載において、売上高については「外部顧客に対する売上高」の金額、営業利益

については「消去又は全社」控除前の金額を記載している。

　

EDINET提出書類

飛島建設株式会社(E00063)

四半期報告書

 6/39



(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは仕入債務の減少等によ
り93億円の資金減少、投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得等により55百万円の
資金減少、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純増等により12億円の資金増加となっ
た。
これらにより、「現金及び現金同等物の四半期末残高」は82億円減少し、55億円となった。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当社グループは、「さらなる選択と集中による利益の極大化」と「経営・組織体制の刷新と経営資
源の再配分」を基本方針とした「中期３ヵ年（08～10年度）計画」を策定し、安定した利益基盤の確
立を最優先課題として全社をあげて計画の実現に向け取り組んでいる。
当第２四半期連結会計期間においては、土木事業では得意工種にターゲットを絞り込み総合評価方
式対応体制を一層強化したことにより、順調に受注高を確保し、建築事業では首都圏に最優先で経営
資源を投入するとともに、民間住宅分野を絞り込み、高採算のリニューアル分野の拡大を進めてきた。
第１四半期連結会計期間において計画した組織体制の見直し等を着実に実行し、また従業員の削減
についてもほぼ予定通り実行した結果、販売費及び一般管理費等の経費は年間16億円規模の削減が見
込まれ、当第２四半期連結会計期間以降、効果が発現してきている。これらにより土木・建築事業別の
採算性が確保でき、今後ますます厳しさを増す業界の環境変化に対しても機動的に対応できる体制と
なった。
本中期３ヵ年計画の遂行状況については、主な金融機関様には引続きご理解を戴いており、本年10
月に満期を迎えたシンジケーション方式タームローンについても、137.5億円で更新して戴く等、必要
資金等についても引続き従来通りご支援戴けるものと考えている。
なお、金融市場の混乱や不動産市況の悪化により中小の不動産会社等の経営破綻が相次ぐなど、経
済環境の不透明感は依然続いているが、債権の与信リスク管理をより強化し、不良債権の発生の防止
に注力している。

　

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間における研究開発費は79百万円であった。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更はない。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はない。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 820,300,000

Ａ種優先株式 4,300,000

Ｂ種優先株式 3,300,000

Ｃ種優先株式 109,100,000

計 937,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 494,660,308535,061,592
東京証券取引所
市場第１部

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

Ａ種優先株式 4,300,000 4,300,000非上場・非登録 （注）４

Ｂ種優先株式 3,300,000 3,300,000非上場・非登録 （注）５

第一回Ｃ種優先株式 13,045,00013,045,000非上場・非登録 （注）６

第二回Ｃ種優先株式 36,363,00036,363,000非上場・非登録 （注）６

第三回Ｃ種優先株式 36,363,00036,363,000非上場・非登録 （注）６

計 588,031,308628,432,592― ―

（注）

１　提出日現在の発行数には、平成20年11月１日からこの四半期報告書提出日までの優先株式の取得請求権の行使により

発行された株式数は含まれていない。

２　平成20年10月１日から平成20年10月31日の間において、第一回Ｃ種優先株式3,000,000株及び第二回Ｃ種優先株式

6,121,000株の取得請求権の行使により、それぞれ普通株式が15,277,777株及び25,123,507株増加した。

３　平成20年10月31日現在において、第一回Ｃ種優先株式及び第二回Ｃ種優先株式の発行数には、それぞれ3,000,000株及

び6,121,000株の自己名義株式が含まれている。

４　Ａ種優先株式の内容は次のとおりである。

(1) 優先配当金

① 優先配当金の計算

Ａ種優先株式１株当たりの優先配当金（以下、「Ａ種優先配当金」という。）の額は、Ａ種優先株式の払込金額

（150円）にそれぞれの事業年度ごとに日本円TIBOR（６ヶ月物）＋1.5％の年率（以下、「Ａ種配当年率」とい

う。）を乗じて算出した額とする。

Ａ種優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。計算の結果、優先配当金が１

株につき15円を超える場合は、15円とする。 

Ａ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

「年率修正日」は、平成15年４月１日及び、それ以降の毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日

を年率修正日とする。 

「日本円TIBOR（６ヶ月物）」は、平成14年７月31日（配当起算日）又は各年率修正日において、午前11時におけ

る日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会に

よって公表される数値を指すものとする。 
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日本円TIBOR（６ヶ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午

前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート（日本円LIBOR６ヶ月物）又はこれ

に準ずるものと認められるものを日本円TIBOR（６ヶ月物）に代えて用いるものとする。

② 非累積条項

ある事業年度においてＡ種優先株主に対して支払う剰余金の配当の額が上記①の計算の結果算出される金額に達

しない場合は、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

③ 非参加条項

Ａ種優先株主に対しては、Ａ種優先配当金を超えて配当は行わない。

(2) 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、普通株主に先立ち、Ａ種優先株主に対しＡ種優先株式１株につき150円を支払

う。 

Ａ種優先株主に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 消却

当社は、いつでもＡ種優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却するこ

とができる。

(4) Ａ種優先株式の取得条項に関する定め

当社は、Ａ種優先株式について、平成17年10月１日以降会社が別に定める日が到来したときに、Ａ種優先株式の全

部または一部を取得することができる。一部の取得をするときは、抽選その他の方法により行う。 

取得価額は１株につき150円にＡ種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数（初

日及び取得日を含む。）で日割り計算した額を加算した額とする。 

取得を請求することのできる期間中に取得請求のなかったＡ種優先株式については、同期間の末日の翌日（以下、

「一斉取得日」という。）に当社が当該株式の全部を取得するのと引換えに、Ａ種優先株主に対し、Ａ種優先株式

１株の払込金相当額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社

の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる

数の普通株式を交付する。 

但し、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。この場合、当該平均値が下

限取得価額を下回るときは、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を当該下限取得価額で除して得られる数の普通株

式を交付する。 

前記の普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、会社法に定める株式併合の場合に準じ

てこれを取扱う。

(5) 議決権

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(6) 新株引受権等

当社は、Ａ種優先株主に対しては、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式または新

株予約権の無償割当てを行わない。

(7) Ａ種優先株式についての株主の取得請求権に関する定め

Ａ種優先株主は、当社に対し、Ａ種優先株式の取得を請求することができる。 

当社は、下記の取得の条件で、Ａ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付する。

① 取得を請求することのできる期間

取得を請求することのできる期間は、平成19年10月１日から平成39年９月25日までとする。

② 取得価額

(イ)当初取得価額

76円

当初取得価額は、平成19年10月１日における普通株式の時価とする。

上記「時価」とは、平成19年10月１日に先立つ195取引日目に始まる180取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）と

し、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。

(ロ)取得価額の修正

取得価額は、平成20年10月１日以降平成38年10月１日までの毎年10月１日（以下、それぞれ「取得価額修正

日」という。）における普通株式の時価が当該取得価額修正日現在の取得価額を１円以上下回る場合には、取

得価額は当該取得価額修正日以降時価に修正されるものとする。但し、当該時価が当初取得価額の80％に相当

する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。但し、下記(ハ)の調整を受ける。）

（以下、「下限取得価額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。

上記「時価」とは、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）と

し、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。
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(ハ)取得価額の調整

ａ．Ａ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式（以下、「取得価額

調整式」という。）により調整する。調整後取得価額は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位

を切り上げる。(なお、次の算式において、「既発行株式数」には、当社が自己株式として保有する当社普

通株式の数は含まないものとし、「新規発行株式数」には、当社が時価を下回る払込金額で処分する自己

株式数を含むものとする。)

既発行

株式数
＋

新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　
(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合

調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、又は普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日がある場合は、その基準日の翌日以降、当該株式の分割

のための基準日がない場合は、当社の取締役会において株式分割の効力発生日と定めた日の翌日以

降、これを適用する。但し、分配可能額から資本に組入れられることを条件として、その部分をもって

株式の分割により普通株式を発行する旨、取締役会で決議をする場合において、当該分配可能額の資

本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための基準日とする場合は、調整後

取得価額は、当該分配可能額の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用す

る。

(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換する事ができる株式又

は権利行使する事ができる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合

調整後取得価額は、その証券の発行日に、又は募集のための株主割当日がある場合はその日の終わり

に、発行される証券の全額が当初の条件で転換または行使され当社の普通株式が交付されたものとみ

なし、その発行日以降、これを適用する。

ｂ．上記ａ．各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少又は普通株式の併合等により取得価額の調整を必要

とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更される。

ｃ．取得価額調整式で使用する１株当たり時価は、調整後取得価額を適用する日（但し、上記ａ．(ⅱ)号但書

の場合には基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普

通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その計

算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記45取引日の間に当該取得

価額の調整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後取得価額は、上記ａ．に準じて調整される。

ｄ．取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額

とする。

ｅ．取得価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日（但し、株式の分割を行うための

当社の取締役会において株式の分割のための基準日以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場合は、

その日）、基準日がない場合は、調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の既発行株式

数（当該新規発行分は含まない。）とする。

ｆ．取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまる場合

は、取得価額の調整は行わない。但し、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出

する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた

額を使用する。

(ニ)引換えに交付すべき普通株式数

Ａ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

　
引換えに交付すべき

普通株式数
＝

Ａ種優先株主が取得を請求した

Ａ種優先株式の払込金額総額
÷ 取得価額

　
交付すべき株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(8) 優先順位

発行する各種の優先株式の優先配当金、累積未払配当金並びに残余財産の支払順位は、同順位とする。

　

EDINET提出書類

飛島建設株式会社(E00063)

四半期報告書

11/39



５　Ｂ種優先株式の内容は次のとおりである。

(1) 優先配当金

① 優先配当金の計算

Ｂ種優先株式１株当たりの優先配当金（以下、「Ｂ種優先配当金」という。）の額は、Ｂ種優先株式の払込金額

（150円）にそれぞれの事業年度ごとに日本円TIBOR（６ヶ月物）＋2.0％の年率（以下、「Ｂ種配当年率」とい

う。）を乗じて算出した額とする。 

Ｂ種優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。計算の結果、優先配当金が１

株につき15円を超える場合は、15円とする。 

Ｂ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 

「年率修正日」は、平成15年４月１日及び、それ以降の毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日

を年率修正日とする。 

「日本円TIBOR（６ヶ月物）」は、平成14年７月31日（配当起算日）又は各年率修正日において、午前11時におけ

る日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円TIBOR）として全国銀行協会に

よって公表される数値を指すものとする。 

日本円TIBOR（６ヶ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午

前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート（日本円LIBOR６ヶ月物）又はこれ

に準ずるものと認められるものを日本円TIBOR（６ヶ月物）に代えて用いるものとする。

② 累積条項

ある事業年度においてＢ種優先株主に対して支払う剰余金の配当の額が上記①の計算の結果算出される金額に達

しない場合は、その不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下、「Ｂ種優先株式累積未払配当金」

という。）については、Ｂ種優先配当金に先立って、これをＢ種優先株主に支払う。

③ 非参加条項

Ｂ種優先株主に対しては、Ｂ種優先配当金を超えて配当は行わない。

(2) 残余財産の分配

当社の残余財産を分配するときは、普通株主に先立ち、Ｂ種優先株主に対しＢ種優先株式１株につき150円並びに

Ｂ種優先株式累積未払配当金相当額を支払う。 

Ｂ種優先株主に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 消却

当社は、いつでもＢ種優先株式を買い入れ、これを株主に配当すべき利益をもって当該買入価額により消却するこ

とができる。

(4) Ｂ種優先株式の取得条項に関する定め

当社は、Ｂ種優先株式について、平成17年10月１日以降会社が別に定める日が到来したときに、Ｂ種優先株式の全

部または一部を取得することができる。一部の取得をするときは、抽選その他の方法により行う。 

取得価額は１株につき150円並びにＢ種優先株式累積未払配当金にＢ種優先配当金の額を取得日の属する事業年

度の初日から取得日までの日数（初日及び取得日を含む。）で日割り計算した額を加算した額とする。 

取得を請求することのできる期間中に取得請求のなかったＢ種優先株式については、同期間の末日の翌日（以下、

「一斉取得日」という。）に当社が当該株式の全部を取得するのと引換えに、Ｂ種優先株主に対し、Ｂ種優先株式

１株の払込金相当額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社

の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる

数の普通株式を交付する。 

但し、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。この場合、当該平均値が下

限取得価額を下回るときは、Ｂ種優先株式１株の払込金相当額を当該下限取得価額で除して得られる数の普通株

式を交付する。 

前記の普通株式数の算出に当たって１株に満たない端数が生じたときは、会社法に定める株式併合の場合に準じ

てこれを取扱う。

(5) 議決権

Ｂ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(6) 新株引受権等

当社は、Ｂ種優先株主に対しては、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式または新

株予約権の無償割当てを行わない。

(7) Ｂ種優先株式についての株主の取得請求権に関する定め

Ｂ種優先株主は、当社に対し、Ｂ種優先株式の取得を請求することができる。 

当社は、下記の取得の条件で、Ｂ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付する。

① 取得を請求することのできる期間

取得を請求することのできる期間は、平成21年10月１日から平成41年９月25日までとする。
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② 取得価額

(イ)当初取得価額

当初取得価額は、平成21年10月１日における普通株式の時価とする。但し、当該価額が、35円（但し、下記(ハ)

の調整を受ける。）を下回る場合は、35円とする。 

上記「時価」とは、平成21年10月１日に先立つ195取引日目に始まる180取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）と

し、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。

(ロ)取得価額の修正

取得価額は、平成22年10月１日以降平成40年10月１日までの毎年10月１日（以下、それぞれ「取得価額修正

日」という。）における普通株式の時価が当該取得価額修正日現在の取得価額を１円以上下回る場合には、取

得価額は当該取得価額修正日以降時価に修正されるものとする。但し、当該時価が当初取得価額の80％に相当

する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。但し、下記(ハ)の調整を受ける。）

（以下、「下限取得価額」という。）を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。

上記「時価」とは、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所にお

ける当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）と

し、その計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。

(ハ)取得価額の調整

ａ．Ｂ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式(以下、「取得価額調整

式」という。）により調整する。調整後取得価額は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り

上げる。（なお、次の算式において、「既発行株式数」には、当社が自己株式として保有する当社普通株式の

数は含まないものとし、「新規発行株式数」には、当社が時価を下回る払込金額で処分する自己株式数を含

むものとする。）

既発行

株式数
＋

新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　
(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合

調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、又は普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ) 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日がある場合は、その基準日の翌日以降、当該株式の分割

のための基準日がない場合は、当社の取締役会において株式分割の効力発生日と定めた日の翌日以

降、これを適用する。但し、分配可能額から資本に組入れられることを条件として、その部分をもって

株式の分割により普通株式を発行する旨、取締役会で決議をする場合において、当該分配可能額の資

本組入の決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための基準日とする場合は、調整後

取得価額は、当該分配可能額の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用す

る。

(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換する事ができる株式又

は権利行使する事ができる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行する場合

調整後取得価額は、その証券の発行日に、又は募集のための株主割当日がある場合はその日の終わり

に、発行される証券の全額が当初の条件で転換または行使され当社の普通株式が交付されたものとみ

なし、その発行日以降、これを適用する。

ｂ．上記ａ．各号に掲げる場合のほか、合併、資本の減少又は普通株式の併合等により取得価額の調整を必要と

する場合には、取締役会が適当と判断する価額に変更される。

ｃ．取得価額調整式で使用する１株当たり時価は、調整後取得価額を適用する日（但し、上記ａ．(ⅱ)号但書の

場合には基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株

式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円

位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記45取引日の間に当該取得価額の調

整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後取得価額は、上記ａ．に準じて調整される。

ｄ．取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額と

する。

ｅ．取得価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日（但し、株式の分割を行うための当

社の取締役会において株式の分割のための基準日以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場合は、その

日）、基準日がない場合は、調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の既発行株式数（当

該新規発行分は含まない。）とする。
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ｆ．取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまる場合

は、取得価額の調整は行わない。但し、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出す

る場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を

使用する。

(ニ)引換えに交付すべき普通株式数

Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数は、次のとおりとする。

　
引換えに交付すべき

普通株式数
＝

Ｂ種優先株主が取得を請求した

Ｂ種優先株式の払込金額総額
÷ 取得価額

　
交付すべき株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(8) 優先順位

発行する各種の優先株式の優先配当金、累積未払配当金並びに残余財産の支払順位は、同順位とする。

　

６　第一回から第三回Ｃ種優先株式の内容は次のとおりである。（以下、「Ｃ種優先株式」という。）

(1) 第一回Ｃ種優先株式

① 優先配当金

１株当たりの優先配当金（以下、「第一回Ｃ種優先配当金」という。）の額は、第一回Ｃ種優先株式の１株当たり

の払込金額（275円）に、それぞれの事業年度毎に下記の配当年率（以下、「第一回Ｃ種優先配当年率」という。）

を乗じて算出した額とする。ただし、初年度の第一回Ｃ種優先配当金については、平成15年８月26日から当該事業

年度の最終日までの日数（初日および最終日を含む。）で日割り計算した額とする。

第一回Ｃ種優先配当金は、円位未満小数第４位を四捨五入し、上限は27円50銭とする。

記

第一回Ｃ種優先配当年率 ＝ 日本円TIBOR（１年物） ＋ 1.25％

② 第一回Ｃ種優先株式についての株主の取得請求権に関する定め

第一回Ｃ種優先株主は、当社に対し、Ｃ種優先株式の取得を請求することができる。 

当社は、下記の取得の条件で、第一回Ｃ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付する。

(イ)取得請求期間

平成19年10月１日から平成34年９月30日まで

(ロ)取得価額

(a)当初取得価額

67円

(b)取得価額の修正

取得価額は、平成20年10月１日以降平成34年９月30日まで、毎年10月１日（以下、本項においてそれぞれ

「各取得価額修正日」という。）に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下、本項

においてそれぞれ「各時価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数は除く。）に修正される。（修正後取

得価額は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記の時価算定期間内に、

下記(4)⑦で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記(4)⑦に準じて取締役会が

適当と判断する値に調整される。） 

ただし、上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(4)⑦により調整される。）の80％

に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以下、本項において「下

限取得価額」という。ただし、下記(4)⑦により調整される。）を下回る場合には下限取得価額をもって、ま

た、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(4)⑦により調整される。）を上回る場合には当初取得

価額（ただし、下記(4)⑦により調整される。）をもって修正後取得価額とする。

(2) 第二回Ｃ種優先株式

① 優先配当金

１株当たりの優先配当金（以下、「第二回Ｃ種優先配当金」という。）の額は、第二回Ｃ種優先株式の１株当たり

の払込金額（275円）に、それぞれの事業年度毎に下記の配当年率（以下、「第二回Ｃ種優先配当年率」という。）

を乗じて算出した額とする。ただし、初年度の第二回Ｃ種優先配当金については、平成15年８月26日から当該事業

年度の最終日までの日数（初日および最終日を含む。）で日割り計算した額とする。

第二回Ｃ種優先配当金は、円位未満小数第４位を四捨五入し、上限は27円50銭とする。

記

第二回Ｃ種優先配当年率 ＝ 日本円TIBOR（１年物） ＋ 1.50％
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② 第二回Ｃ種優先株式についての株主の取得請求権に関する定め

第二回Ｃ種優先株主は、当社に対し、Ｃ種優先株式の取得を請求することができる。 

当社は、下記の取得の条件で、第二回Ｃ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付する。

(イ)取得請求期間

平成20年10月１日から平成35年９月30日まで

(ロ)取得価額

(a)当初取得価額

67円

(b)取得価額の修正

取得価額は、平成21年10月１日以降平成35年９月30日まで、毎年10月１日（以下、本項においてそれぞれ

「各取得価額修正日」という。）に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下、本項

においてそれぞれ「各時価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数は除く。）に修正される。（修正後取

得価額は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記の時価算定期間内に、

下記(4)⑦で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記(4)⑦に準じて取締役会が

適当と判断する値に調整される。） 

ただし、上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(4)⑦により調整される。）の75％

に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以下、本項において「下

限取得価額」という。ただし、下記(4)⑦により調整される。）を下回る場合には下限取得価額をもって、ま

た、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(4)⑦により調整される。）を上回る場合には当初取得

価額（ただし、下記(4)⑦により調整される。）をもって修正後取得価額とする。

(3) 第三回Ｃ種優先株式

① 優先配当金

１株当たりの優先配当金（以下、「第三回Ｃ種優先配当金」という。）の額は、第三回Ｃ種優先株式の１株当たり

の払込金額（275円）に、それぞれの事業年度毎に下記の配当年率（以下、「第三回Ｃ種優先配当年率」という。）

を乗じて算出した額とする。ただし、初年度の第三回Ｃ種優先配当金については、平成15年８月26日から当該事業

年度の最終日までの日数（初日および最終日を含む。）で日割り計算した額とする。

第三回Ｃ種優先配当金は、円位未満小数第４位を四捨五入し、上限は27円50銭とする。

記

第三回Ｃ種優先配当年率 ＝ 日本円TIBOR(１年物) ＋ 1.75％

② 第三回Ｃ種優先株式についての株主の取得請求権に関する定め

第三回Ｃ種優先株主は、当社に対し、Ｃ種優先株式の取得を請求することができる。 

当社は、下記の取得の条件で、第三回Ｃ種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付する。

(イ)取得請求期間

平成21年10月１日から平成36年９月30日まで

(ロ)取得価額

(a)当初取得価額

67円

(b)取得価額の修正

取得価額は、平成22年10月１日以降平成36年９月30日まで、毎年10月１日（以下、本項においてそれぞれ

「各取得価額修正日」という。）に、各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下、本項

においてそれぞれ「各時価算定期間」という。）の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普

通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数は除く。）に修正される。（修正後取

得価額は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。なお、上記の時価算定期間内に、

下記(4)⑦で定める取得価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、下記(4)⑦に準じて取締役会が

適当と判断する値に調整される。）

ただし、上記計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(4)⑦により調整される。）の70％

に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。以下、本項において「下

限取得価額」という。ただし、下記(4)⑦により調整される。）を下回る場合には下限取得価額をもって、ま

た、修正後取得価額が当初取得価額（ただし、下記(4)⑦により調整される。）を上回る場合には当初取得

価額（ただし、下記(4)⑦により調整される。）をもって修正後取得価額とする。
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(4) 全てのＣ種優先株式に共通する事項

① 非累積条項

ある事業年度においてＣ種優先株式を有する株主（以下、「Ｃ種優先株主」という）またはＣ種優先株式の登録

株式質権者（以下、「Ｃ種優先登録株式質権者」という）に対して支払う剰余金の配当の額が優先配当金の額に

達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

② 非参加条項

Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

③ 残余財産の分配

当社の残余財産の分配をするときは、Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対し、普通株式を有する株主

または普通株式の登録株式質権者に先立ち、優先株式１株につき275円を支払う。Ｃ種優先株主またはＣ種優先登

録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配を行わない。

④ 買受けまたは消却

当社は、いつでもＣ種優先株式を買い入れ、これを株主に配当する利益をもって当該買入価額により消却すること

ができる。

⑤ 議決権

Ｃ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

⑥ 新株引受権等

Ｃ種優先株式について、株式の併合または分割を行わない。また、Ｃ種優先株主に対しては、募集株式または募集新

株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式または新株予約権の無償割当てを行わない。

⑦ 取得価額の調整

取得価額は、Ｃ種優先株式発行後、当社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または処分する場合に、

次に定める算式（以下、「取得価額調整式」という。）により調整され、その他一定の場合にも取得価額調整式そ

の他一定の算式により調整されるほか、合併等により取得価額の調整を必要とする場合には、当社の取締役会が適

当と判断する額に調整される。取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第１位まで算出し、その小

数第１位を切上げる。

既発行普通株式数＋
新規発行・処分普通株式数×１株当たりの払込金額

１株当たりの時価
 

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額

 

× 既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数

⑧ Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式数

Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。

引換えに交付すべき

普通株式数
＝

株主が取得を請求したＣ種優先株式の払込金額の総額

取得価額

交付すべき株式数の算出にあたっては、１株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

⑨ Ｃ種優先株式の取得条項に関する定め

取得請求期間中に取得請求のなかったＣ種優先株式は、同期間の末日の翌日（以下、「一斉取得日」という。）に

当社が当該株式の全部を取得するのと引換えに、Ｃ種優先株主に対し、優先株式１株の払込金相当額を、一斉取得

日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の

終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数は除く。以下、「一斉取得価額」という。）で除して得られる

数の普通株式を交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げ

る。 

この場合、一斉取得価額が各Ｃ種優先株式における下限取得価額を下回る場合には下限取得価額をもって、また、

一斉取得価額が上限取得価額を上回る場合には上限取得価額をもって一斉取得価額とする。上限取得価額とは、当

初取得価額に等しい金額（ただし、上記⑦により調整される。）をいう。 

前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、会社法に定める株式併合の場合に準じ

てこれを取扱う。

⑩ 優先順位

当社の発行する各種の優先株式の優先配当金ならびに残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　

該当事項なし
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(3) 【ライツプランの内容】

　

該当事項なし

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年７月１日～
平成20年９月17日（注）１

36,940,293611,349,308― 5,519 ― 2,980

平成20年９月26日（注）２△23,318,000588,031,308― 5,519 ― 2,980

(注) １　発行済株式総数の増加は、第一回Ｃ種優先株式9,000,000株の取得請求権の行使による普通株式の増加である。

２　発行済株式総数の減少は、取得済の自己株式（第一回Ｃ種優先株式）の消却である。

３　平成20年10月１日から平成20年10月31日の間において、第一回Ｃ種優先株式3,000,000株及び第二回Ｃ種優先

株式6,121,000株の取得請求権の行使により、普通株式の発行済株式総数がそれぞれ15,277,777株及び

25,123,507株増加している。

　

(5) 【大株主の状況】

① 普通株式

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

那須　功 埼玉県川口市 23,100 4.67

トビシマ共栄会 東京都千代田区三番町２番地 18,732 3.79

飛島建設株式会社自社株投資会 東京都千代田区三番町２番地 9,065 1.83

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口４Ｇ）
東京都中央区晴海１－８－11 8,753 1.77

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 8,183 1.65

株式会社Ｅ＆ＣＳ 東京都千代田区三番町２番地 7,825 1.58

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 5,797 1.17

モルガン・スタンレー証券株式会

社
東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 3,879 0.78

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内１－９－１ 2,595 0.52

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１－９－１ 2,235 0.45

計 ― 90,167 18.23

(注) １　株式会社Ｅ＆ＣＳが所有している株式については、会社法施行規則第67条第１項の規定により議決権を有して

いない。 

２　当第２四半期会計期間末現在における、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ）の信託業

務に係る株式数については、当社として把握することができない。
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② Ａ種優先株式

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 4,300 100.00

計 ― 4,300 100.00

　

③ Ｂ種優先株式

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 3,300 100.00

計 ― 3,300 100.00

　

④ 第一回Ｃ種優先株式

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

リーマン　ブラザーズ　コマーシャ

ル　コーポレーション　アジア　リミ

テッド 

(常任代理人　リーマン・ブラザー

ズ証券株式会社)

26/F TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8 

FINANCE STREET CENTRAL HONG KONG 

(東京都港区六本木６－10－１) 

 

6,500 49.83

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 2,424 18.58

モルガン・スタンレー証券株式会

社
東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 2,000 15.33

大和生命保険株式会社 東京都千代田区内幸町１－１－７ 1,121 8.59

ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナル

(常任代理人　ゴールドマン・サッ

クス証券株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K

(東京都港区六本木６－10－１)

 

1,000 7.67

計 ― 13,045 100.00
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⑤ 第二回Ｃ種優先株式

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 24,242 66.67

ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナル

(常任代理人　ゴールドマン・サッ

クス証券株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K

(東京都港区六本木６－10－１)

 

6,121 16.83

リーマン　ブラザーズ　コマーシャ

ル　コーポレーション　アジア　リミ

テッド

(常任代理人　リーマン・ブラザー

ズ証券株式会社)

26/F TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8 

FINANCE STREET CENTRAL HONG KONG

(東京都港区六本木６－10－１)

 

6,000 16.50

計 ― 36,363 100.00

　

⑥ 第三回Ｃ種優先株式

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 24,242 66.67

ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナル

(常任代理人　ゴールドマン・サッ

クス証券株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K

(東京都港区六本木６－10－１)

 

12,121 33.33

計 ― 36,363 100.00
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式

Ａ種優先株式
Ｂ種優先株式
第一回Ｃ種優先株式
第二回Ｃ種優先株式
第三回Ｃ種優先株式

4,300,000
3,300,000
13,045,000
36,363,000
36,363,000

―
「１（1）②発行済株式」
の「内容」の記載を参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式  
(相互保有株式)
普通株式   

 
121,000

 
7,825,500

―
権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株
式

完全議決権株式(その他) 普通株式 485,568,000971,136 同上

単元未満株式 普通株式 1,145,808― 一単元（500株）未満の株式

発行済株式総数 588,031,308― ―

総株主の議決権 ― 971,136 ―

(注) １　上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が21,000株含まれている。

　　また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が42個含まれている。

２　「単元未満株式」の欄には当社所有の自己株式が75株含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
飛島建設株式会社 東京都千代田区三番町２番地

 
121,000

 
―

 
121,000

 
0.02

(相互保有株式) 
株式会社Ｅ＆ＣＳ 東京都千代田区三番町２番地

 
7,825,500

 
―

 
7,825,500

 
1.33

計 ― 7,946,500― 7,946,5001.35

(注)　この他株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が5,000株(議決権10個)ある。なお、当

該株式は①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含めている。

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 39 41 35 32 26 21

最低(円) 34 33 29 18 19 17

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりである。

　

(1) 退任役員

　

役　名 職　名 氏　　名 退任年月日

代表取締役社長 執行役員社長 池　原　 年　昭 平成20年９月30日

　

(2) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏　　名 異動年月日

代表取締役社長 執行役員社長 取締役
執行役員
社長室長、コンプラ
イアンス担当

篠　部　 正　博 平成20年10月１日

　

　

「ご参考―執行役員について」

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書提出日までの執行役員の異動は、次のとおり

である。
　

　

(退任）

役　職 氏　　名 担　　当 退任年月日

執行役員常務 平　山　 嘉　一 土木事業本部担当 平成20年７月１日

執行役員常務 松　田 　賢　治 建築事業本部担当 平成20年７月１日

執行役員専務 戸　村　 和　彦
土木事業本部担当、技術研究所担当、安全・環境保全
担当、品質環境マネジメント担当、調達担当

平成20年９月30日

執行役員常務 大　丁　 佳　雄 建築事業本部担当 平成20年９月30日

執行役員 岡　田　 光　弘 土木事業本部担当 平成20年９月30日
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(役職の異動）

新役職 旧役職 氏　　名 担　　当 異動年月日

　執行役員常務 　執行役員 満　江 　昭　生 西日本建築支社長 平成20年７月１日

※執行役員常務 　執行役員 伊　藤　 寛　治 管理本部長 平成20年10月１日

※執行役員常務 　執行役員 岡　 田　 　 満
土木事業本部長、技術研究所担
当、安全環境担当

平成20年10月１日

※執行役員常務 　執行役員 中　出　 裕　康
建築事業本部長、品質環境マネ
ジメント担当

平成20年10月１日

　

(担当の異動）

役　職 氏　　名 新担当 旧担当 異動年月日

　執行役員専務 是　石　 逸　二 建築事業本部担当 営業担当 平成20年７月１日

　執行役員 岡　田 　光　弘 土木事業本部担当 営業担当 平成20年７月１日

　執行役員専務 小　国　 恭　範
社長室担当、管理本部担
当、コンプライアンス担
当

社長室担当、管理本部担
当

平成20年10月１日

※執行役員常務 岡　 田　 　 満
土木事業本部長、技術研
究所担当、安全環境担当

土木事業本部長 平成20年10月１日

※執行役員常務 中　出　 裕　康
建築事業本部長、品質環
境マネジメント担当

建築事業本部長 平成20年10月１日

　

(注)　※は取締役兼務者である。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」

(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載している。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 5,541 10,689

受取手形・完成工事未収入金等 51,793 73,528

未成工事支出金等 15,144 10,973

たな卸不動産 1,662 1,993

未収入金 11,186 15,457

その他 1,762 855

貸倒引当金 △1,930 △1,733

流動資産合計 85,159 111,763

固定資産

有形固定資産 ※１
 14,601

※１
 14,588

無形固定資産 715 774

投資その他の資産

その他 11,027 9,445

貸倒引当金 △3,047 △2,416

投資その他の資産合計 7,979 7,028

固定資産合計 23,296 22,391

繰延資産 24 41

資産合計 108,480 134,196
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 39,607 62,302

短期借入金 16,590 16,091

未成工事受入金 12,281 9,774

預り金 12,587 13,750

完成工事補償引当金 772 771

工事損失引当金 1,276 3,565

その他 ※２
 1,374

※２
 2,746

流動負債合計 84,490 109,002

固定負債

長期借入金 1,088 －

退職給付引当金 5,534 5,769

その他 ※３
 473

※３
 1,781

固定負債合計 7,096 7,550

負債合計 91,587 116,553

純資産の部

株主資本

資本金 5,519 5,519

資本剰余金 13,501 25,015

利益剰余金 △862 △11,623

自己株式 △1,355 △1,355

株主資本合計 16,802 17,556

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 81 77

為替換算調整勘定 4 5

評価・換算差額等合計 86 82

少数株主持分 4 4

純資産合計 16,892 17,643

負債純資産合計 108,480 134,196
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高

完成工事高 59,881

開発事業等売上高 1,196

売上高合計 61,078

売上原価

完成工事原価 55,977

開発事業等売上原価 806

売上原価合計 56,784

売上総利益

完成工事総利益 3,904

開発事業等総利益 390

売上総利益合計 4,294

販売費及び一般管理費 ※１
 3,446

営業利益 847

営業外収益

為替差益 64

その他 77

営業外収益合計 141

営業外費用

支払利息 269

退職給付会計基準変更時差異の処理額 299

その他 68

営業外費用合計 636

経常利益 352

特別利益

割増退職金戻入額 47

その他 0

特別利益合計 47

特別損失

貸倒引当金繰入額 1,051

その他 23

特別損失合計 1,074

税金等調整前四半期純損失（△） △674

法人税、住民税及び事業税 79

法人税等合計 79

少数株主損失（△） △0

四半期純損失（△） △753
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高

完成工事高 34,935

開発事業等売上高 574

売上高合計 35,510

売上原価

完成工事原価 32,734

開発事業等売上原価 445

売上原価合計 33,180

売上総利益

完成工事総利益 2,200

開発事業等総利益 129

売上総利益合計 2,329

販売費及び一般管理費 ※１
 1,624

営業利益 705

営業外収益

受取利息 18

その他 34

営業外収益合計 53

営業外費用

支払利息 133

退職給付会計基準変更時差異の処理額 149

その他 27

営業外費用合計 310

経常利益 448

特別利益

貸倒引当金戻入額 26

割増退職金戻入額 47

その他 0

特別利益合計 74

特別損失

固定資産除却損 1

その他 0

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純利益 520

法人税、住民税及び事業税 45

法人税等合計 45

少数株主損失（△） △0

四半期純利益 475
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △674

減価償却費 337

貸倒引当金の増減額（△は減少） 837

工事損失引当金の増減額（△は減少） △2,289

退職給付引当金の増減額（△は減少） △234

受取利息及び受取配当金 △37

負ののれん償却額 △17

支払利息 269

為替差損益（△は益） 28

投資有価証券評価損益（△は益） 2

売上債権の増減額（△は増加） 20,072

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △4,166

たな卸不動産の増減額（△は増加） 331

未収消費税等の増減額（△は増加） △864

未収入金の増減額（△は増加） 4,270

その他の資産の増減額（△は増加） △37

仕入債務の増減額（△は減少） △22,690

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,506

預り金の増減額（△は減少） △1,162

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,209

その他の負債の増減額（△は減少） △189

その他 17

小計 △4,899

利息及び配当金の受取額 31

利息の支払額 △279

法人税等の支払額 △159

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 60

有形固定資産の取得による支出 △83

無形固定資産の取得による支出 △60

投資有価証券の取得による支出 △59

投資有価証券の売却による収入 2

貸付けによる支出 △8

貸付金の回収による収入 64

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △84

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,447

長期借入金の返済による支出 △1,164

その他 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー 269

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,148

現金及び現金同等物の期首残高 10,689

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,541
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　当社グループは、前連結会計年度において8,520百万円
の営業損失及び17,078百万円のマイナスの営業キャッ
シュ・フローを計上、また平成14年３月期以降財務リス
トラ等により７期連続で当期純損失を計上した。また、
当第２四半期連結累計期間の業績については、営業利益
８億円の計上となったものの、第１四半期における㈱ゼ
ファーの民事再生手続きの開始に伴う貸倒引当金の設
定等により、当四半期純損失７億円を計上することと
なった。当該状況により継続企業の前提に関する重要な
疑義が存在している。
　しかしながら、現状、通期業績については上記四半期純
損失を今後の営業利益の増加等により吸収できるもの
と判断している。本年４月に策定した「中期３ヵ年計
画」の骨子たる「さらなる選択と集中による利益の極
大化」と「経営・組織体制の刷新と経営資源の再配
分」等を着実に実行した結果、土木事業の当第２四半期
累計期間の受注高は291億円と順調に推移しており、前
年同期比99億円の増加となった。建築事業は首都圏に最
優先で経営資源を投入するとともに、不動産市況の悪化
に伴い民間住宅分野を絞り込んだ結果、当第２四半期累
計期間の受注高は308億円と前年同期比127億円の減少
となったものの、リニューアル分野の拡大には引続き注
力しており、リニューアル工事の受注高は180億円と前
年同期比75億円増加し順調に推移している。
　第１四半期において計画した、組織体制の改変等も着
実に実行し、また従業員の削減についてもほぼ予定通り
実行した結果、販売費及び一般管理費等の経費は年間16
億円規模の削減が見込まれ、当第２四半期以降、効果が
発現してきている。これらにより土木・建築事業別の採
算性が確保でき、今後ますます厳しさを増す業界の環境
変化に対しても機動的に対応できる体制となった。更
に、今後も積極的に新たなビジネスチャンスへの挑戦を
実施し、厳しい市場環境や業界環境に対応した施策を検
討している。
　また、サブプライム・ローン問題に端を発した世界的
金融不安、株価の低迷、景気減速傾向並びにデベロッ
パーの信用不安等、本中期３ヵ年計画を阻害する経済環
境要因は厳しさを増しており、民間住宅分野を中心に債
権保全には十分な管理体制で臨んでいる。
　以上に加え、本中期３ヵ年計画の遂行状況については、
主な金融機関様には引続きご理解を戴いており、本年10
月に満期を迎えたシンジケーション方式タームローン
についても、137.5億円で更新して戴く等、必要資金等に
ついても引続き従来通りご支援戴けるものと考えてい
る。
　なお、上記シンジケーション方式タームローン契約に
は、①各年度の連結、単体の経常損益が損失とならない
こと、②各年度の単体の自己資本比率を10％以上に維持
することとする財務制限条項が付されているが、中期
３ヵ年計画の遂行による経常利益の確保と当第２四半
期末純資産168億円の状況から、向こう１年間の事業継
続に懸念はないと判断している。
　四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成して
おり、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸
表には反映していない。

 

　当社グループは、当連結会計年度において8,520百万円
の営業損失及び17,078百万円のマイナスの営業キャッ
シュ・フローを計上、また平成14年３月期以降財務リス
トラ等により７期連続で当期純損失を計上した。当該状
況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存在し
ている。
　当連結会計年度の赤字要因は特定案件の損失、建築基
準法改正等の影響、資機材の高騰等、多くが一過性のも
のであり、また、マイナスの営業キャッシュ・フロー計
上の主な要因は赤字決算及び官庁工事減少、マンション
比率増加等による工事収支の悪化によるものである。
　当社は、上記状況に対応するため、また昨今の市場環境
等を踏まえ、①新たな事業環境に対応した中期経営計画
の策定、②新たなビジネスチャンスへの挑戦、③安定し
た資金の確保等を中心とした施策を実行することによ
り経営の安定を図っていく所存である。
　新たに作成した「中期３ヵ年(08～10年度)計画」は、
外部環境認識、当連結会計年度赤字決算となった主要
因、当連結会計年度までの事業戦略の再評価等を踏まえ
策定し、「さらなる選択と集中による利益の極大化」と
「経営・組織体制の刷新と経営資源の再配分」を基本
方針としている。土木事業は官庁工事の総合評価方式対
応体制を一層強化し、得意工種（ダム・トンネル等）に
絞り込む。建築事業は首都圏に最優先で経営資源を投入
するとともに、民間住宅分野を絞り込み、高採算のリ
ニューアル分野の拡大を進める。
　組織体制は土木・建築事業ごとの利益管理の徹底と効
率性の向上を目的に、土木・建築事業の分離と地域ブ
ロック化を実施する。11支店41営業所を６支社25営業所
体制に、従業員については本年６月末を目処に200人規
模の早期退職優遇制度を実施し1,500人体制とし、販売
費及び一般管理費等の経費は前年度比18億円削減する
計画である。これにより土木・建築事業別の採算性が確
保出来るとともに、今後ますます厳しさを増す業界の環
境変化に対しても機動的に対応できる体制とした。更
に、今後も積極的に新たなビジネスチャンスへの挑戦を
実施し、厳しい市場環境や業界環境に対応した施策を検
討する。
　なお、当連結会計年度末における自己資本比率も
13.1％を確保、有利子負債は自己資本を下回り、有利子
負債月商倍率も1.3倍と適正水準を維持している。
　一方、金利上昇、サブプライム・ローン問題、原油高騰
等の本計画を阻害する経済環境要因も考えられるが、本
中期３ヵ年計画を含め当社の状況については、主な金融
機関様にはご理解を戴いており、必要資金等については
今後も従来通りご支援を戴けるものと考えている。した
がって、次期についての資金不足は生じないものと判断
している。
　連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、
このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映
していない。
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

会計処理基準に関する事項の変更

(リース取引に関する会計基準等の適用)

第１四半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企

業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を早期適

用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更している。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益に与える影響は軽微であり、税金等調整前四半期

純損失は４百万円増加している。

 

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項なし

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項なし

　

　

【追加情報】

　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

(長期請負工事の収益計上基準)

　工事進行基準の対象である長期請負工事のうち一部工事については、工事原価総額の見積精度等の諸要件を勘案

し、工事進行基準を適用していなかったが、当該工事に係る原価管理体制の整備強化等に伴い、見積精度の信頼性

が得られたことから、当第２四半期連結会計期間よりこれらの長期請負工事について工事進行基準を適用するこ

ととした。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益が149百万円、経常利益が227百万円それぞれ増加し、税金等調

整前四半期純損失が227百万円減少している。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末 

(平成20年９月30日)
前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１　※１　有形固定資産減価償却累計額

9,458百万円
 

１　※１　有形固定資産減価償却累計額

9,244百万円

 

２　※２　その他(流動負債)の内訳

未払法人税等 142百万円

その他 1,232

 

２　※２　その他(流動負債)の内訳

未払法人税等 222百万円

その他 2,523

 

３　※３　その他(固定負債)の内訳

負ののれん 121百万円

その他 351

 

３　※３　その他(固定負債)の内訳

長期借入金 1,305百万円

負ののれん 139

その他 336

 

４　偶発債務

　(１)保証債務

　　下記の会社等の金融機関借入金等に対して、次のとお

り保証を行っている。

４　偶発債務

　(１)保証債務

　　下記の会社等の金融機関借入金等に対して、次のとお

り保証を行っている。

㈱レアルシエルト・㈱ノエル

(手付金)
57百万円

従業員(住宅ローン) 43

その他２件 18

計 120

　

章栄不動産㈱(手付金) 118百万円

従業員(住宅ローン) 56

その他３件 115

計 290

　

　(２)当社は、東京開発Ｍ特定目的会社と請負代金3,404

百万円の工事請負契約を締結している。 

　　　なお、当該契約には、責任財産限定の特約が付されて

おり、当社請負代金は、当該特定目的会社の責任財産

を原資とし、その範囲内で支払われることとなって

いる。

 

　(２)当社は、東京開発Ｍ特定目的会社と請負代金3,404

百万円の工事請負契約を締結している。 

　　　なお、当該契約には、責任財産限定の特約が付されて

おり、当社請負代金は、当該特定目的会社の責任財産

を原資とし、その範囲内で支払われることとなって

いる。
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(四半期連結損益計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１　※１　このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりで

ある。

従業員給与手当 1,523百万円

退職給付費用 204
 

２　当社グループの完成工事高は、契約により工事の完成

引渡しが第４四半期連結会計期間に集中しているた

め、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計

期間における完成工事高に比べ、第４四半期連結会計

期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変

動がある。

 

　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１　※１　このうち、主要な費目及び金額は、次のとおりで

ある。

従業員給与手当 716百万円

退職給付費用 97
 

２　当社グループの完成工事高は、契約により工事の完成

引渡しが第４四半期連結会計期間に集中しているた

め、第１四半期連結会計期間から第３四半期連結会計

期間における完成工事高に比べ、第４四半期連結会計

期間の完成工事高が著しく多くなるといった季節的変

動がある。

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(平成20年９月30日)

現金預金勘定 5,541百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

―

現金及び現金同等物 5,541
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期連結
会計期間末(千株)

普通株式 494,660

Ａ種優先株式 4,300

Ｂ種優先株式 3,300

第一回Ｃ種優先株式 13,045

第二回Ｃ種優先株式 36,363

第三回Ｃ種優先株式 36,363

合計 588,031

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期連結
会計期間末(千株)

普通株式 7,946

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項なし

　

４　配当に関する事項

該当事項なし

　

(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動

はない。

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)

　当社グループは、デリバティブ取引を行っていないので、該当事項はない。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　該当事項なし
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　
建設事業
(百万円)

開発事業等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

34,935 574 35,510 ― 35,510

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高

― 19 19 (19) ―

計 34,935 594 35,529 (19) 35,510

営業利益 1,014 121 1,136 (430) 705

(注)　事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業内容　

(1) 事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。

(2) 各区分に属する主要な事業内容

建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

開発事業等：不動産開発・住宅販売事業・不動産賃貸・保険代理店等に関する事業

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　
建設事業
(百万円)

開発事業等
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

59,881 1,196 61,078 ― 61,078

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高

― 40 40 (40) ―

計 59,881 1,237 61,119 (40) 61,078

営業利益 1,333 371 1,705 (857) 847

(注)　事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業内容　

(1) 事業区分の方法

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。

(2) 各区分に属する主要な事業内容

建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業

開発事業等：不動産開発・住宅販売事業・不動産賃貸・保険代理店等に関する事業
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略した。

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 1,757 1,910 3,667

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― 35,510

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

4.9 5.4 10.3

(注) １　国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 東南アジア ……… ブルネイ、フィリピン、シンガポール

(2) その他の地域 …… アフガニスタン、イラク

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略した。

　

　

(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項なし
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 △16.25円 １株当たり純資産額 △30.10円

　
(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 16,892 17,643

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 24,800 29,968

（うち少数株主持分（百万円）） 4 4

（うち優先株式発行金額（百万円）） 24,727 29,901

（うちＢ種優先株式に係る剰余金配当による
優先配当額（要支給額）（百万円））

69 62

普通株式に係る四半期連結会計期間末(連結会計
年度末)の純資産額（百万円）

△7,907 △12,324

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期連
結会計期間末(連結会計年度末)の普通株式の数
（千株）

486,713 409,504

　

２　１株当たり四半期純損益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失 1.70円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

　
(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失が計上されているため記載

していない。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

四半期純損失（百万円） 753

普通株主に帰属しない金額（百万円） 7

（うちＢ種優先株式に係る剰余金配当による
優先配当額（要支給額）（百万円））

7

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 760

普通株式の期中平均株式数（千株） 447,551

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

―――――
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第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 1.01円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 0.55

　
(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益

四半期純利益（百万円） 475

普通株主に帰属しない金額（百万円） 3

（うちＢ種優先株式に係る剰余金配当による
優先配当額（要支給額）（百万円））

3

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 471

普通株式の期中平均株式数（千株） 468,253

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

四半期純利益調整額（百万円） 3

（うちＢ種優先株式に係る剰余金配当による
優先配当額（要支給額）（百万円））

3

普通株式増加数（千株） 393,144

（うちＡ種優先株式（千株）） 8,486

（うちＢ種優先株式（千株）） 14,142

（うち第一回Ｃ種優先株式（千株）） 72,013

（うち第二回Ｃ種優先株式（千株）） 149,251

（うち第三回Ｃ種優先株式（千株）） 149,251

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜
在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

―――――

　

　

　

　

２【その他】

　

該当事項なし
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月７日

飛 島 建 設 株 式 会 社

取　締　役　会　御中

　

監査法人　トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　大　　庭　　四 志 次　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　岸　　田　　　 靖 　　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている飛島

建設株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、飛島建設株式会社及び連結子会社の平成20年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

　

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前連結会計年度において8,520百万円の営業損失及

び17,078百万円のマイナスの営業キャッシュ・フローを計上、また、平成14年３月期以降財務リストラ等に

より７期連続で当期純損失を計上した。また、当第２四半期連結累計期間の業績については、営業利益８億

円の計上となったものの、第１四半期における特定の取引先の民事再生手続きの開始に伴う貸倒引当金の

設定等により、当四半期純損失７億円を計上することとなった。当該状況により継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在している。

当該状況に対する経営者の対応等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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